
（平成２１年７月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



宮城国民年金 事案 890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年４月から同年５月までの期間及び同年９月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏   名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年４月から同年５月まで 

② 昭和 54 年９月 

申立期間①については、昭和 54 年４月ごろ、母がＡ市Ｂ区役所で国

民年金加入手続をしたところ、その場で年金手帳が交付された。 

申立期間②については、自ら加入手続をしているので、当初の期間が

未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は合わせて３か月と短期間である。 

また、申立人は、国民年金に加入以来、申立期間を除き国民年金保険料

をすべて納付している上、平成６年度分及び７年度分は保険料を前納して

いるなど、納付意識は高かったものと推認できる。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年 11 月 19 日に払

い出されており、このころに加入手続が行われたと推認できることから、

納付記録がある同年 10 月から 55 年３月までの納付書と一緒に申立期間に

係る納付書も発行され、保険料をさかのぼって納付したと考えるのが自然

である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 895 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 39 年９月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 39 年９月まで 

昭和 36 年４月から 39 年９月までの国民年金保険料の納付記録につい

て照会申出書を提出したところ、当該期間について保険料の納付事実が

確認できなかったとの回答をもらった。 

亡くなった母が、申立期間の保険料はＡ町役場の職員にお願いして一

括で納めていたと話していたことや将来年金を受給する時に３分の１の

額を受給できると説明していたことなどを記憶しているので、この期間

の年金記録を調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母が保険料の納付を依頼したとするＡ町の元職員は、当時、申

立人宅の近所に居住し同町役場に勤務していたが、保険料納付の依頼を受

けた記憶は無いとしている。 

一方、Ｂ市が保管する申立人の国民年金被保険者名簿によると、昭和

36 年４月から 44 年３月までは、申請免除期間と記載されている。 

また、申立人は、亡くなった母から「将来年金を受給する時に、３分の

１の額を受給できる。」と言われていたと述べており、申請免除手続を行

ったことから、将来、年金支給額の３分の１を受給できるとの説明を受け

ていた可能性がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人の申立期間の国民年

金保険料については、免除されていたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 897 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53 年３月 

５年近く勤めた後、Ａ市にＵターンして会社設立までの間、国民年金

に入るため､昭和 53 年３月 11 日にＡ市役所の国民年金係のところに行

き受付の印を押してもらい被保険者となった。 

被保険者となった日に、申立期間の保険料をＡ市発行の納付書により

Ａ市役所で納付し、その後は同市役所で毎月納付した。 

最初の１か月分だけが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立人は申立期間を除く国民年金加

入期間については、すべて国民年金保険料を納付しており、厚生年金保険

との切替手続も適切に行われている。 

また、Ａ市保管の国民年金被保険者名簿によれば、申立人の名簿作成日

は昭和 53 年９月 11 日、社会保険事務所保管の国民年金手帳記号番号払出

簿によれば、申立人の手帳記号番号の払出日は同年９月 30 日と確認でき

ることから、このころに申立人が加入手続を行ったものと推定される。こ

れによると申立期間は過年度における納付となるが、同市では「社会保険

事務所の過年度納付書用紙を預かっており、必要性のある被保険者には発

行可能だった。」と回答していることに加え、同市役所内に銀行の窓口が

あることから申立人の主張するように同市役所の建物内で納付することは

可能であり、申立期間の保険料の額も申立人の記憶とほぼ一致する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると､申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 899 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 10 月から 49 年３月まで 

    Ａ社を退社し、昭和 48 年 10 月ごろにＢ町役場で国民年金の加入手続

を行い、保険料も納付した。 

保険料は申立期間を含めすべて納付しており、６か月だけ未納となっ

ているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であり、申立人には、申立期間を除いて国民

年金保険料の未納は無い。 

また、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立人の手帳記号番号は昭和 50 年１月 21 日に払い出されており、申立期

間についての納付は過年度納付となるところ、Ｂ町の国民年金被保険者台

帳（紙台帳）によれば、申立人の昭和 49 年度分の保険料（合計１万

1,400 円）は昭和 50 年１月に一括納付されていること、申立期間の保険

料は合計 4,350 円であること、申立人の納付意識の高さなどから推察する

と、申立期間の過年度保険料は、町役場で納付できないため、申立人が利

用した記憶がある町役場近くの農業協同組合で納付されたと考えるのが自

然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城厚生年金 事案 741 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年 11 月から 61 年９月までの期間

並びに 63 年８月及び同年９月について、その主張する標準報酬月額（11

万 8,000 円及び 13 万 4,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により

控除されていたことが認められることから、60 年 11 月から 61 年９月ま

での標準報酬月額に係る記録を 11 万 8,000 円に、63 年８月及び同年９月

の標準報酬月額に係る記録を 13 万 4,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年 11 月２日から平成元年８月１日まで 

私は、昭和 60 年 11 月２日からＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたが、平成元年８月以降は支給されていた給与に見合った標準報酬

月額（22 万円）になっているが、申立期間については、低い標準報酬

月額となっているので、調査を行って訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   給料支払明細書から、申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年 11 月から

61 年９月までの期間は標準報酬月額 11 万 8,000 円、63 年８月及び同年９

月は標準報酬月額 13 万 4,000 円に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準報酬月額

については、60 年 11 月から 61 年９月までを 11 万 8,000 円に、63 年８月

及び同年９月を 13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、給与支払明細書において確認できる報酬月額及び保険料控除額

に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されていた標準報酬月額が

昭和 60 年 11 月から 61 年９月までの期間並びに 63 年８月及び同年９月に



ついて、長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書

等で確認できる報酬月額及び保険料控除額に見合う報酬月額を届け出てお

らず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 61 年 10 月から 63 年７月までの期間及び

同年 10 月から平成元年７月までの期間については、給料支払明細書にお

いて確認できる報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保

険事務所で記録されていた標準報酬月額が一致していることから、申立人

がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 745 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成２年 10 月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万

8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年９月 20 日から同年 10 月 20 日まで 

    Ａ社に平成２年５月から同年 10 月まで勤務していたが、社会保険事

務所の記録では、厚生年金保険被保険者の資格喪失日が同年９月 20 日

となっていた。 

しかし、Ｂ厚生年金基金の記録では平成２年 10 月 20 日に資格喪失と

なっているので、厚生年金保険被保険者の資格喪失日を同基金の記録と

同じとなるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ厚生年金基金及びＣ健康保険組合の記録により、

申立人は、当該事業所に平成２年 10 月 19 日まで継続して勤務し、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険庁の記録、当該事

業所が保管している被保険者標準報酬決定通知書(副)及びＢ厚生年金基金

が保管している厚生年金基金加入員台帳から、９万 8,000 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は納付したとしており、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

 



宮城国民年金 事案 891 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61 年 10 月及び同年 11 月 

社会保険事務所から、申立期間の国民年金保険料は昭和 62 年１月 22

日付けで還付済みであると言われた。しかし、私には還付された記憶が

無く、還付請求書を提出した記憶も無い。もし、還付されていればその

通知書等の書類と領収書は併せて保管しておくはずだが、そのような通

知書等は無いので、還付済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の領収証書から、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことは確認できるものの、申立人は、昭和 61 年 10 月からは国民

年金第３号被保険者となり、これ以降の保険料は納付する必要が無いこと

から、既に納付された申立期間の国民年金保険料が還付されていることに

ついて不自然さはみられない。 

また、社会保険庁の記録によれば、申立期間の保険料については強制被

保険者として納付されたが、第３号被保険者に該当したことにより還付処

理されたことが還付金額や還付決定日等とともに記録されており、この記

録に不合理な点は無く、ほかに申立人に対する保険料の還付を疑わせる事

情も見当たらない。 

さらに、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙台帳）において確認

できる保険料還付の記録にも不合理な点は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと

認めることはできない。 



宮城国民年金 事案 892 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年７月から同年 12 月までの期間、61 年８月から 62 年

３月までの期間、同年６月から平成６年８月までの期間及び同年 10 月か

ら７年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年７月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 61 年８月から 62 年３月まで 

                          ③ 昭和 62 年６月から平成６年８月まで 

             ④ 平成６年 10 月から７年 12 月まで 

申立期間①の国民年金保険料については、年度途中の６月まで納付し

てその後未納にするということは考えにくいことから、納付していると

思う。 

    また、申立期間②から④までの国民年金保険料については、主にＡ市

の集金人を通じて納付し、同市役所又は社会保険事務所の窓口でも納付

したことがある。特に、申立期間④については、平成６年 10 月に自宅

が火災に遭い、同市役所へ相談し、納付したほうがよいとアドバイスさ

れ、全期間ではないかもしれないが、納付した。 

    未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①の国民年金保険料について、申立人は、年度途中の６月まで

納付してその後未納にするということは考えにくいと主張するが、当該期

間以前の昭和 49 年度においても６月まで納付し、その後未納となってい

ることなどから、当該期間を納付していたと推認することは困難である。 

また、申立期間②から④までの保険料については、申立人は、主にＡ市

の集金人を通じて納付し、同市役所又は社会保険事務所の窓口でも納付し

たことがあると主張するが、いずれも納付対象期間、納付した時期等に関



する具体的な記憶が無いなど、納付の状況が明確でない上、申立期間④に

係る同市役所に相談した後、保険料を納付したという主張についても、同

市役所に照会した結果、当該事実は確認できなかった。 

さらに、申立期間は４つの期間で合計 116 月と長期間である上、申立人

の夫も当該期間についてはすべて未納となっている。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 893 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年４月から 45 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 45 年７月まで 

昭和 45 年４月ごろ、私の夫が私の国民年金の加入手続を行ったが、

申立期間の国民年金保険料は、自宅に集金に来ていた町内会の代表者に

納めていた。未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年４月ごろ申立人の夫が申立人の国民年金の加入手

続を行ったと主張するが、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番

号払出簿及びＡ市が保管する国民年金被保険者名簿によれば、申立人の国

民年金手帳記号番号は、48 年 12 月 25 日に払い出され、49 年２月８日に

新規に任意加入していることが確認できることから、その時点で、申立期

間は未加入期間であり、国民年金保険料を納付できない。 

また、現在の町内会の関係者は、「申立期間当時、町内会が国民年金保

険料の集金をしていたということは聞いたことがない。」と証言している。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 894 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年８月から 43 年３月までの期間及び 53 年 12 月から

54 年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年８月から 43 年３月まで 

             ② 昭和 53 年 12 月から 54 年６月まで 

昭和 42 年８月から 43 年３月までの期間及び 53 年 12 月から 54 年６

月までの期間の国民年金保険料納付記録について照会申出書を提出した

ところ、当該期間について保険料の納付事実が確認できなかったとの回

答をもらった。 

年金制度が大切なことはよく承知していたので、会社を退職するたび

に、速やかに市役所や町役場の窓口に出向いて国民年金の加入手続を取

り、保険料は最寄りの金融機関で納付書により納付していた。申立期間

の保険料を納付していたことは間違いないので、この期間の年金記録を

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立

人の国民年金手帳記号番号は昭和 43 年４月 26 日以降に、任意加入資格者

としてＡ市で払い出されていることが確認できるが、その時点では、申立

期間①は未加入期間であり、保険料を納付できず、それ以前に別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は会社を退職するたびに、速やかに国民年金の加入手続を

取り、保険料を納付したと主張しているが、申立期間②については、加入

手続を取った時期、保険料の納付金額等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフ



ィルム）及び申立人が所持する国民年金手帳によると、昭和 54 年９月２

日に再び任意加入の資格を取得しており、申立期間②に任意加入していた

痕跡
こんせき

は確認できない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 896 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から同年６月まで 

    昭和 48 年４月から同年６月までの期間について、厚生年金保険加入

期間にもかかわらず国民年金保険料が納付されていたと、社会保険事務

所から還付請求書が送付されてきました。 

昭和 48 年３月末からＡ市の会社に勤務し始めており、国民年金の保

険料を納付する環境にはありませんでした。 

申立期間の国民年金保険料は納めていなかったので、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳及びＡ市が保管する国

民年金被保険者名簿のいずれにも申立期間の保険料が納付されたことを示

す記載が確認できる。 

   また、上記被保険者名簿には、申立人がＢ社で厚生年金保険の被保険者

資格を取得したことにより、申立期間の国民年金保険料を還付する必要が

生じた旨の記載が確認できる。 

   さらに、申立人は、Ａ市へ転居してすぐにＢ社に勤務していたことをも

って、国民年金の保険料を納付する環境にはなかったと主張しているが、

上記被保険者台帳及び上記被保険者名簿によると、申立人が国民年金の住

所変更手続を適正に行っていたことが確認でき、昭和 48 年度の納付書は

Ａ市から発行されていたものと考えられる。 

   加えて、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者記号番号払出

簿によると、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者資格取得手続が

行われたのは、昭和 48 年６月ごろであることが確認できることから、厚

生年金保険の被保険者資格取得手続が遅れていたために、納期限が近づい

ていた国民年金の保険料を納付したものと推測でき、社会保険庁の記録を



裏付ける事情ともなっている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していないものと認

めることはできない。 



宮城国民年金 事案 898 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年４月から 50 年３月までの期間及び 51 年４月から 54

年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月から 50 年３月まで 

             ② 昭和 51 年４月から 54 年１月まで 

    申立期間は、厚生年金保険に未加入の会社に勤めていた。生活は苦し

かったが、老後が大変だと思い、国民年金保険料は一生懸命納めた。市

役所から届いた納付書に基づき、妻が銀行で納めていた。 

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿及び電算記録）及び社会

保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）によれ

ば、申立期間①及び②については、申立人の国民年金保険料が納付されて

いることを示す記録は無く、社会保険庁のオンライン記録でも同様に未納

となっている。 

また、申立期間①及び②については、申立人の保険料を納付していたと

する申立人の妻の保険料も未納となっている上、Ａ市が保管する国民年金

被保険者名簿（紙名簿）には、同人から保険料を納付しない旨の連絡があ

ったことがうかがえる記載がある。 

さらに、申立人の妻から保険料の納付方法を聴取しても、銀行で納付し

たという以外は記憶に無いと述べている上、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城厚生年金 事案 738 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年８月から 42 年７月まで 

    私は、高校卒業後、知人の紹介でＡ社のＢ部門に入り、その後Ｃ部門

に勤務した。給料は１万 7,000 円ぐらいだったことを覚えており、厚生

年金保険料も天引きされていたと思う。Ａ社が倒産したため退社したの

で、倒産処理の時に厚生年金保険の加入記録が漏れたと思う。申立期間

について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の同僚の証言から、申立人はＡ社に勤務していたことを推認する

ことはできる。 

しかし、同僚は、「申立人は勤務していたが、勤務期間は覚えていな

い。」と述べており、申立人も勤務期間に関する記憶が曖昧
あいまい

であることか

ら、勤務の始期及び終期を特定することはできない。 

また、当該同僚は、「Ａ社のＢ部門は別の事業所が運営していた。」と

述べていることから、当時の事業主を調査したが特定することはできなか

った。 

さらに、Ａ社は、昭和 44 年 10 月に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、事業主も既に亡くなっていることから、申立内容を確認する

ことはできない。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿及び原票には、社会保険の適用事業所となった昭和 30 年 12 月１日

から適用事業所ではなくなった 44 年 10 月 25 日までの期間に、申立人の

氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確



認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 739 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年９月ごろから 38 年８月ごろまで 

    私は、Ａ社に昭和 37 年９月ごろから 38 年８月ごろまで勤務したが、

社会保険事務所に照会したところ、厚生年金保険の加入記録が無いとの

回答をもらった。 

    会社には、実兄のＢや友人のＣさんと一緒に仕事場に通っていた。兄

やＣさんとは仕事の内容が全く同じであり、勤務日数も同じであるのに、

自分だけが厚生年金保険に加入していないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、前職のＤ社を退職してから、２か月から３か月後に申立てに

係る事業所であるＡ社に入社し、申立人の実兄と同じ職場で働いたと主張

しているが、その主張どおりの時点では、実兄は既に当該事業所における

厚生年金保険の被保険者資格を喪失しており、退職していると推定できる

ことから、申立人の勤務時期についての記憶は定かでない。 

   また、申立人の実兄は、40 年以上も前のことなのでよく覚えておらず、

勤務期間については分からないと述べている上、元同僚からも申立人の勤

務期間を確認できる証言等を得ることはできなかった。 

さらに、Ａ社は、個人経営で平成 17 年９月 30 日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっている上、事業主の長男は「父親は既に亡くなってお

り、資料も残っておらず何も分かりません。」と回答していることから、

申立内容を確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 740 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年６月１日から平成 11 年 10 月 26 日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた昭和 60 年６月１日から

平成 11 年 10 月 26 日までの標準報酬月額が、実際の給与の額よりも低

い金額であった。 

申立期間の給与明細書及び雇用保険の記録を提出するので、正しい標

準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を

判断することとなる。 

   申立期間のうち、申立人の保管している給与明細書において確認できる

平成４年 12 月から 10 年９月までの各月における報酬月額に見合う標準報

酬月額は、４年 12 月から９年６月までは 50 万円、同年７月から 10 年９

月までは 56 万円であり、一方、当該給与明細書において控除が確認でき

る厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、４年 12 月から６年 10 月ま

では 24 万円、同年 11 月から８年９月までは 22 万円、同年 10 月から 10

年９月までは 20 万円である。 

   したがって、申立人の標準報酬月額として認定される額は、平成４年



12 月から６年 10 月までは 24 万円、同年 11 月から８年９月までは 22 万

円、同年 10 月から 10 年９月までは 20 万円であり、当該記録は社会保険

事務所の記録上の標準報酬月額よりも低い額となっていることから、記録

を訂正する必要は認められない。 

   また、申立期間のうち、給与明細書等が現存していない昭和 60 年６月

から平成４年 11 月までの期間と、10 年 10 月から 11 年９月までの期間に

ついては、報酬月額及び保険料控除額を確認することができない。 

   このほか、当時の関係書類等は破棄されていることから、申立てに係る

事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 742 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43 年２月２日から 48 年２月まで 

    私は、昭和 42 年７月 21 日から退職する 48 年２月まで、Ａ社に在籍

しており、自分の意思で未加入になった事実はありません。社会保険庁

からの最初の「年金加入記録のお知らせ」には、同社での加入記録が無

く、私からの再調査依頼によって、記録漏れが発見されました。同社に

勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の現在の事業主は、「申立人は、臨時雇用であったが、昭和 43 年

２月以降は働いていた記憶は無い。」と回答している。 

また、当該事業所の被保険者名簿から同僚５名に照会したところ、その

うちの１名は申立人を覚えていたが、勤務期間等についてはよく覚えてい

ないと回答している。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被

保険者原票において、申立人は、昭和 43 年２月２日に被保険者資格を喪

失し、同年８月 15 日に健康保険被保険者証を返納していることが確認で

きる。 

加えて、申立人の申立期間に係る当該事業所の雇用保険の加入記録は見

当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 743 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年 12 月１日から 63 年５月まで 

             ② 平成元年４月から同年８月まで 

    私は、ねんきん特別便を見たところ、Ａ社及びＢ社に勤務していた期

間の記録が無かった。 

申立期間①については、Ａ社から言われて年金手帳を持って行ったの

で、会社が厚生年金保険の手続をしたと思っていた。 

申立期間②については、Ｂ社の面接で健康保険と厚生年金保険に加入

させると言われたので，入社の１か月か２か月後から厚生年金保険料を

引かれていると思っていた。 

これらの事業所に勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、事業主の証言から申立人が、Ａ社に勤務してい

たことを推認することはできる。 

しかし、社会保険事務所が保管する事業所名索引簿及び社会保険庁のオ

ンライン記録から、Ａ社の厚生年金保険の新規適用年月日は平成９年９月

１日であることが確認できる。 

また、事業主に照会したところ、当該事業所は、「平成９年９月から厚

生年金保険に加入したので、申立期間は厚生年金保険料の控除はしていな

い。」と回答している。 

さらに、申立人は、健康保険はＣ健康保険組合に加入していたと述べて

いるところ、事業主は、「Ｃ健康保険組合に加入したことはない。申立人

は、正社員ではありませんでした。」と回答している。 



申立期間②については、事業主及び同僚３名の証言から申立人がＢ社に

勤務していたことは確認できる。 

しかし、事業主及び申立期間②当時アルバイトであった同僚２名は、申

立人が正社員ではなくアルバイトであったとしており、事業主は、「平成

元年７月まで正社員以外のアルバイト等は社会保険に加入させていなかっ

た。申立人は厚生年金保険に加入しておらず、保険料も控除していな

い。」と回答しているほか、当該同僚２名も同年８月１日から厚生年金保

険被保険者となっていることが確認できる。 

また、申立期間②当時正社員であった同僚は、「申立人は、アルバイト

であったため、厚生年金保険に加入できないことから、３、４か月で会社

を辞めたのを覚えている。」と証言している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録では、当該事業所の申立期間の記

録に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

加えて、雇用保険の加入記録においても、申立人の申立期間に係る当該

事業所での加入記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について申

立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 744 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額については、訂正する必要は認

められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年２月１日から同年７月１日まで 

    厚生年金保険の標準報酬月額が平成 12 年２月以降、24 万円から 15

万円に減額されていることが判明したので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を

判断することとなる。 

事業所が保管する平成 12 年５月分の給与明細書によると、申立人は、

その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことが認められる。 

しかしながら、上記給与明細書における給与支給額は、14 万 9,494 円

となっており、雇用保険の記録における平成 12 年６月 30 日離職時点の賃

金日額は、5,016 円と記録されていることから、当該給与明細書において

確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、15 万円であることが認め

られる。 

また、当該事業所において社会保険関係事務を担当していた元上司から、

当時、給与体系の変更が行われ、給与が減額された従業員が多数いたとい



う証言を得ている。 

さらに、社会保険庁の記録においては、当初、申立人の申立期間の標準

報酬月額を申立人が主張する 24 万円と記録していたところ、申立人が被

保険者資格を喪失した平成 12 年７月１日より後の 13 年５月８日に、12

年２月１日に遡及
そきゅう

して 15 万円に引き下げているが、当該訂正処理につい

て、前述の元上司から事情を聴取したところ、給与体系の変更が行われた

が従業員の反対があったため、しばらく様子を見てから標準報酬月額の変

更手続を行ったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間における報酬月額は、

社会保険庁の記録どおり、標準報酬月額 15 万円に見合う額であったと考

えられ、平成 13 年５月８日に申立人の標準報酬月額に係る有効な訂正処

理が行われたものと認められる。 

したがって、平成 12 年２月から同年６月までの期間の、申立人の標準

報酬月額として認定される額は、15 万円であり、当該額は社会保険庁の

記録上の標準報酬月額と一致することから、記録の訂正をする必要は認め

られない。 


